
	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 	 	 	 	  
                                                                                      	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
	 	 	 	 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
	  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  
 
	 	  

  

 
  

 今すぐ始める生前贈与で相続対策！ 

   

                    平成２７年１２月１２日（土曜） 
 

 

 

  

相続対策チームによる相続対策徹底解説セミナーと講師による個別相談 

①セミナー２時間 （１２月１２日） ＋ ②個別相談４５分 （後日） 

【費用】 参加費用無料 （初回個別相談も無料） 

午前１０：００〜１２：００ （後日無料個別相談セット） 

 

【人数】 先着１５名様 （完全予約制） 

【個別相談】 個別相談がセット （後日開催） 

【申込】 電話 又は FAX でお申し込み下さい 

【場所】 東成区民センター 集会室 603  

電話 ０６−４９８０−１６１４ FAX ０６−７１８１−２５８１  

 
氏名                                                      

住所 〒  -       

電話番号（   ）   —         生年月日    年  月  日 

個別相談希望日時 ①  月  日  時〜   ②   月  日  時〜 

平山税理士事務所内 相続セミナー事務局 

 

         円満相続サポートセンター 主催 

【講師】    平山 とうき氏 

      

【講師】    山内 隆夫 氏 

      

平山税理士事務所                         

税理士 

      

ジブラルタ生命保険  

MDRT 

      

・相続・事業承継対策 

・遺言書作成、遺産整理 

・相続対策の為の不動産有効活用アドバイス          

      
・公正証書遺言文案作成、サポート 

・不動産の名義変更（相続、贈与、売買など） 

・成年後見業務           

      
・相続セミナー講師 

・争族対策 （家族がもめずに相続する対策） 

・生命保険を利用した相続税対策全般           

      

【講師】    田村 泰宏 氏 

      

佐野・田中合同事務所                         

司法書士 

      

年内最後！ 【東成区開催・無料！】          



	  
	 	   

   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 よくある失敗！生前贈与したつもり・・・にご注意を！ 

    

    

 

   専門家が失敗しない生前贈与をアドバイス！ 

    

 

【我々が個別相談をセットにする理由】 

・	 セミナーに参加しただけでは、「相続対

策」も「生前贈与」も判ったようで判らな

いという声が残念ながら殆どでした。 

・	考えてみれば当然です、「相続対策」は

家庭によって問題は様々ですが、セミナ

ーでは一般的な事しかお話できません。 

「自宅以外に賃貸用不動産がある」 

「事業承継をする息子に多く残したい」 

「家族構成が特殊でもめそうだ」 

「孫や嫁にも生前贈与を考えている」 

「有効な遺言の書き方が判らない」 

・	我々は少しでも参加者の皆様のお役に

たてる様、セミナー中他の参加者の前で

は話しにくい立ち入った相談は全て個別

相談で対応する事としました。 

 

 

個別相談では 

・	 相続対策の経験豊富なセミナー講師本人が個別

相談を担当しますので安心です 

・	 贈与契約書の見本と相続冊子を差し上げます 

 

 

◎贈与税は１月１日〜１２月３１日までの１年間を単位として課税！ 

◎１２月３１日が暦年贈与（非課税１１０万円）の１年の区切り！ 

 ◎生前贈与を徹底解説！贈与契約書の書き方も教えます！  

・	 既に相続が発生している場合等、至急個別相談

をご希望される方については、お電話でその旨お

伝え下されば、至急扱いで対応させて頂きます！ 

 

 


